
物品製造等の契約状況（随意契約分）

業務種別 「物品の製造」又は「物品の販売」

業務名 札幌第1合同庁舎ほか5庁舎で使用する電気

業務場所

札幌第1合同庁舎
函館第2地方合同庁舎
旭川地方合同庁舎
釧路地方合同庁舎
帯広第2地方合同庁舎
小樽地方合同庁舎

契約変更年月日

札幌第1合同庁舎：令和6年6月28日
函館第2地方合同庁舎：令和6年6月28日
旭川地方合同庁舎：令和6年6月28日
釧路地方合同庁舎：令和6年6月27日
帯広第2地方合同庁舎：令和6年6月28日
小樽地方合同庁舎：令和6年6月28日

業務概要 電気の調達

変更前の業務期間 令和5年7月1日から令和6年6月30日

契約相手方 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

契約相手方住所 東京都中央区日本橋2丁目11番2号

法人番号 8010001067848

変更後の業務期間 令和5年7月1日から令和6年9月30日

契約金額

札幌第1合同庁舎：33.74円/kWh（税込み）ほか
函館第2地方合同庁舎：31.57円/kWh（税込み）ほか
旭川地方合同庁舎：31.57円/kWh（税込み）ほか
釧路地方合同庁舎：31.57円/kWh（税込み）ほか
帯広第2地方合同庁舎：31.57円/kWh（税込み）ほか
小樽地方合同庁舎：31.57円/kWh（税込み）ほか

変更契約理由

令和6年7月1日からの調達に向けた入札公告を取り消したため、それに伴い新
たに電力調達を行うこととなった令和6年10月1日までの間、電気を調達する必
要が生じた。
このことから短期間で電力供給可能かつ安価で調達可能な現契約者と変更契
約を締結する必要が生じたため。
根拠法令：会計法第29条の3第4項

変更後の契約金額

札幌第1合同庁舎：23.29円/kWh（税込み）ほか
函館第2地方合同庁舎：26.03円/kWh（税込み）ほか
旭川地方合同庁舎：26.03円/kWh（税込み）ほか
釧路地方合同庁舎：26.03円/kWh（税込み）ほか
帯広第2地方合同庁舎：26.03円/kWh（税込み）ほか
小樽地方合同庁舎：26.03円/kWh（税込み）ほか

変更金額

札幌第1合同庁舎：-10.45円/kWh（税込み）ほか
函館第2地方合同庁舎：-5.54円/kWh（税込み）ほか
旭川地方合同庁舎-5.54円/kWh（税込み）ほか
釧路地方合同庁舎：-5.54円/kWh（税込み）ほか
帯広第2地方合同庁舎：-5.54円/kWh（税込み）ほか
小樽地方合同庁舎：-5.54円/kWh（税込み）ほか


